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第１章 総則 

第１節 総則 

１ 業務の目的  

長野市役所第一庁舎及び長野市芸術館並びに長野市役所第二庁舎（連絡通路含）(以

下、「本庁舎」という。)建物及び敷地における用途、役割を十分理解し、関係法令を

遵守し、施設の運転管理にファシリティマネジメントの視点を導入することで、効率

的・効果的な施設維持管理を実現することを目的とする。 

  

２ 業務の趣旨 

本庁舎は、本市の災害対策や行政サービスの中枢として機能する庁舎と本市の文化

芸術振興及び全国への情報発信拠点である長野市芸術館が一体となった本市を代表

する複合施設である。 

本庁舎は、庁舎と文化施設という建物の性格や利用者の属性が異なる大規模な複合

用途の建物であり、多様化する市民ニーズに対応し、安全で快適な施設環境を安定し

て市民に提供する必要があることから、専門的知識と創造性のある者に業務を委託す

るものである。 

 

３ 業務の場所  

長野市大字鶴賀緑町 1613 番地  

長野市役所第一庁舎及び長野市芸術館並びに長野市役所第二庁舎 

 

(1) 施設概要 

① 第一庁舎及び長野市芸術館 

鉄筋コンクリート造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、 

プレストレストコンクリート造（免震構造） 

建築面積 5,784.02 ㎡  延床面積 28,498.67 ㎡ 

（内 訳） 

・第一庁舎 

地下２階 地上８階 塔屋１階 

A)延床面積 15,988.43 ㎡ 

B)建物構成 ・議場 

・事務室、会議室 

・売店、カフェレストラン、食堂、金融機関等 

・長野市芸術館 

地下２階 地上３階 塔屋１階 

A)延床面積  12,510.24 ㎡ 
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B)建物構成  ・1F/2F メインホール（音楽主目的多目的ホール） 

座席数：1,292席（1階席916席、2階席376席） 

・B2Fリサイタルホール（音楽専用ホール） 

座席数：293席 

B2F楽屋１(2人用)楽屋２(11人用) 

楽屋３(12人用) 

・3Fアクトスペース（演劇主体可変型多目的ホール） 

座席数：220席（可動席） 

・1F展示サロン（約160㎡） 

・B1Fリハーサル室（約210㎡） 

・音楽練習室１・２（各約43㎡） 

・演劇練習室１・２（各約35㎡） 

・バンド練習室１・２・３（各約18㎡） 

・アトリエ（約80㎡） 

・ミーティングルーム（約20㎡） 

・事務室 

② 第二庁舎 

鉄骨、鉄筋コンクリート造 

地下１階 地上 10 階 塔屋２階  建築面積 1,534.01 ㎡ 

A)延床面積  15,328.69 ㎡ 

B)建物構成  ・事務室、会議室 

(2) 敷地概要 

 ① 本庁舎  敷地面積  22,652.62㎡ 

 (内 訳)  

・本庁舎 

第一庁舎・芸術館  13,004.47㎡ 

第二庁舎      9,648.15 ㎡ 

② 駐車場  敷地面積   11,105.7㎡           

(内 訳) 

 ・駐車場 

  第二駐車場     4,890.0 ㎡(第二庁舎敷地面積含む) 

  第三駐車場     3,820.0 ㎡ 

  緑町立体駐車場   2,395.7 ㎡ 
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４ 業務の期間  

   委託期間は、令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までとする。 

   ただし、本契約は、発注者、受注者の双方に異存がなければ、令和９年３月 31 日

まで延長することができる。 

また、契約日から令和７年３月31日までの間は、業務引継期間及び習熟期間と

する。 

なお、業務引継期間及び習熟期間については、委託料の範囲外とする。 

 

５ 開庁・開館日等 

(1) 庁舎 

① 運営時間 

    午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（業務時間） 

② 開庁日・閉庁日 

開庁日：月曜日から金曜日まで 

ただし、毎月第２日曜日は庁舎の一部を開庁する 

閉庁日：土・日曜日、祝休日及び 12 月 29 日から 1 月３日まで 

      ただし、閉庁日、閉庁時間は夜間休日受付を設置する 

(2) 芸術館 

① 運営時間 

午前９時 00 分から午後 10 時 00 分まで（開館時間） 

② 開館日・閉館日 

開館日：休館日を除くすべて 

休館日：火曜日及び 12 月 29 日から 1 月３日まで 

        ただし、状況によって開館することがある 

 

６ 業務の内容 

(1) 業務の内容は次のとおりとする。また、詳細は第２章個別業務仕様書のとおり

とする。 

  ① 運転管理業務 

  ② 清掃業務 

  ③ 警備業務 

  ④ 特別清掃業務 

  ⑤ 尿石除去業務 

(2) 受注者は、仕様書に記載がなくても、本業務の性質上当然行うべきものにおい

て、総合的に管理するものとして責任を持ち、自主的かつ計画的に行うものとす

る。 
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７ 従事者の選定 

(1) 従事者の選定 

各業務に従事する者（以下「従事者」という。）は、庁舎・芸術館に勤務する

職員として来庁者等の市民と接する機会が想定されるため、従事者には単に業務

遂行能力だけでなく、誠実な勤務態度で業務を行う従事者を選定しなければなら

ない。また、業務の一部を再委託する場合においても、再委託事業者に同様の従

事者を配置するよう指示しなければならない。なお、本業務実施のため新たに従

事者を雇用する場合、可能な限り長野市に居住するものを採用するよう努めるこ

と。 

 (2) 従事者の服務指導等 

① 受注者は、従事者の服務規則を定め、発注者に書面で提出しなければならな

い。また、従事者は服務規則を遵守し、来庁者等の応接に十分に注意しなけれ

ばならない。 

② 従事者は業務の際、所定の制服、名札等を着用し、常に清潔に保つよう定期的

にクリーニングしなければならない。また、これに要する費用は受注者が負担

するものとする。 

③ 業務の遂行にあたっては、安全及び衛生管理に十分注意し、事故等の発生の防

止に努めなければならない。万一、事故が生じたときは、直ちに発注者に連絡

の上、受注者の責任において処理し、発注者にその経緯及び結果を報告しなけ

ればならない。 

④ 火気を取扱う場合は十分注意しなければならない。 

⑤ 故意又は過失によって、施設及び物品等を破損した場合は、受注者の責任にお

いて原状復旧しなければならない。 

⑥ 従事者は、市が計画し全職員が実践する行動（あいさつ運動など）において職

員と同様の行動をしなければならない。 

 (3) その他  

発注者は、従事者の勤務態度その他が、公務に支障をきたす恐れがあると判断

した場合は、受注者に必要な是正措置を求めることができる。その場合、受注者

は速やかに対応して、発注者にその結果を報告しなければならない。 

 

８ 管理体制  

(1) 従事者の報告  

受注者は、従事者を就業させる際に服務規則を遵守させなければならない。また、

従事者の経歴を報告して、発注者の承諾を得なければならない。従事者の変更があ

ったときも同様とする。  

 (2) 従事者交代の手続き  

従事者を新たに配置する場合は、事前に発注者に申請し、その承諾を得た上で行
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うこととする。ただし、交代の最終的な判断は、充分な引継期間を設けた上で、業

務の円滑な実施が可能と判断できる検証結果が出た段階で行うこと。  

(3) 総括責任者及び総括副責任者の選任  

受注者は、本業務を総括する責任者（以下、「総括責任者」という。）を１名、総

括責任者が不在時の代行として副責任者（以下、「総括副責任者」という。）を１名

以上選任し、発注者に届けなければならない。また、総括責任者及び総括副責任者

を変更する場合も同様とする。 なお、総括責任者は契約における管理技術者が行う

ものとする。 

 

役職名 責任者に求められる能力 

総括責任者 

総括副責任者  

電気・機械等の設備・機器の運転に関し、経験・知識 

とも豊富で指導力ある者。  

建築物環境衛生管理技術者免状の保有。 

 

(4) 総括責任者の常駐  

総括責任者は必ず開庁日の業務時間帯は常駐し、市担当者との連絡調整に当たら

なければならない。  

 (5) 総括責任者の業務  

   ① 総括責任者は、建物総合管理の業務に従事した経験を有し、全業務が円滑に実施

されるよう管理・監督を行うこと。 

② 総括責任者は、発注者と関係各担当の連絡、調整及び協議を行うこと。  

③ 総括責任者は、各種打合せに出席すること。  

④ 総括責任者は、施設に適合した合理的な施設運転に対する研究、提案をすること。 

⑤ 総括責任者は、従事者に服務指導のほか運転管理に必要な指導を行うこと。 

 (6) 人員の配置  

本業務の通常の人員配置は、第２章各個別業務仕様書に定めるとおりとする。た

だし、緊急時に発注者が指示する業務に対応するため、本契約とは別に追加人員に

ついての契約締結を発注者が求めた場合は、受注者はこれに応じるものとする。ま

た、発注者が、業務の履行検査に基づき業務の改善を要求した場合は、受注者は、

人員配置を含め業務の見直しを行うものとする。  

(7) 業務管理  

受注者は本業務を計画的に実施するために本業務の総合的な管理を行う。  

① 全体スケジュール管理、業務間調整、連絡調整等を行う。  

② 業務の実施に当たり、発注者と連携する。  

③ 仕様書の写しを現場に保管する。  

④ 組織図を作成し、管理体制を明確にする。  
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⑤ 緊急連絡先一覧を作成し、掲示・保管する。  

⑥ 勤務表（シフト表）を作成する。  

⑦ 発注者との会議資料・議事録を作成・保管する。  

⑧ 常に最善の方法で業務を実施するために、業務の点検・見直しを行う。  

⑨ 上記を取りまとめ業務計画書、報告書等を提出する。 

 

９ 業務の再委託について 

(1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第

三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

(2) 前項の「主たる部分」とは、本仕様書、「第２章 個別業務仕様書-第１節 運転管

理業務-３ 業務内容」のうち、「(1)、(2)、(5)、(8)、(9)」の業務及び「第２節 清

掃業務」のうち日常清掃業務、並びに「第３節 警備業務」とする。 

 (3) 受注者は、前２項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負

わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、

発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとする

ときは、この限りでない。 

 

10 入札の金額について 

  入札は、消費税抜きの令和７年度の金額で行う。 

 

11 長野市公契約等基本条例に関する事項 

(1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務

所（作業所）等へポスターを掲示すること。 

(2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容

について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結す

ること。 

(3) 長野市公契約等労働環境報告書１部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条

例の手引」に例示するもの）２部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この

場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告

書を取りまとめて提出すること。 

 

12 その他 

(1) 受注者は業務の遂行に際し、受注者の責に帰するべき事由により起こした事故

に関しては、これに要する一切の費用は受注者の負担とする。ただし、 発注者が

やむを得ないと認めた場合はこの限りでない。 

(2) 受注者は「長野市環境マネジメントシステム（ＮＥＭＳ）」の環境方針・目標

に従って業務を行なうよう協力し、 省エネ・省資源に努める。 
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(3) 受注者は、当施設の消防計画を遵守し、消防訓練に対して、計画段階から支援

し、実施についても補助を行うものとする。 

(4) 受注者は、緊急時の対応に関して自ら作成した緊急時対応マニュアルに基づ

き、所轄公的機関(警察署、消防署等)と連携を図りながら、的確な行動をとるも

のとする。 

(5) 本庁舎で対応が必要となる緊急時(風水害・事件・事故・感染症・その他庁舎機

能に支障をきたす事態等)は、発注者の指示に基づき各業者と協力して対応し、措

置を講じるものとする。なお、追加業務に係る費用の負担については別途協議と

する。  

(6) 受注者は、来庁者等から、本業務に関する要望又は苦情を受けた場合、迅速かつ 

適切に改善、再発防止等の措置を講ずるとともに、発注者に報告する。 

なお、必要に応じて、対応について発注者と協議する。  

(7) 受注者は、発注者が行う諸官庁等への届出・報告や会議・訓練の実施及び補助を 

行う。  

(8) 受注者は、作業報告書を毎日作成し、発注者へ提出する。また、不良・不具合事 

項があった場合は、事故・故障報告書により都度、速やかに担当者に報告する。 

(9) 施設利用時間中は指示のない限り、ホール・練習室等（含む、楽屋エリア）には 

立ち入らないものとする。 

(10) 受注者及び受注者の従事者は業務上知り得た機密事項を守秘し、第三者へ漏ら

さないこと。また。契約終了後も同様とする。 

(11) 受注者の従事者は、業務及び作業の遂行に支障のない、身体・精神共に健全な

者を従事させるものとする。 

(12) 受注者は従事者の指導教育、健康管理に責任をもってあたるものとする。 

(13) 損害や損傷及び遺失物を発見した場合、必要な措置を行い、速やかに発注者に

報告するものとする。 

(14) 危険な作業を行う場合は、事故の防止に努め、安全確保を図る。 

(15）受注者が本業務の遂行に伴い作成した書類（各業務のマニュアル等） に関す

る著作権その他知的所有権は、発注者と受注者の共同で所有するものとする。 

(16) 本仕様書で定めた事項及びそれ以外の事項について、疑義が生じた場合には、

その都度、協議のうえ処理する。 

 (17) 受注者は、契約期間の満了または解約等により、本業務を受注者以外の事業者 

に引き継ぐ必要が生じたときは、引継ぎが円滑に行えるよう協力しなければなら

ない。  
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第２章 個別業務仕様書 

第１節 運転管理業務 

１ 基本的事項 

関係法令、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）等に基

づく、運転・操作及び監視を行う。なお、次のことに重点を置き、業務にあたること。

(1) 施設管理者との連絡調整 

本庁舎を所管する施設管理者は、庁舎（総務部総務課）と芸術館（指定管理者：

一般財団法人長野市文化芸術財団）の２者であるため、総括責任者は、両者との連

絡調整や情報共有の機会を定期的に設け、運転管理や危機管理に必要な情報を周知

徹底すること。 

(2) 他の業務受注者との連絡調整 

本施設における他業務の受注者との間で連携協定を締結するなど、本施設の運

営目的に即した適切な対応が実現できるよう、情報共有や協力関係を築き、利用

者へのサービスやセキュリティーの向上に常に努めること。 

 

２ 管理体制  

（1）24 時間／日の常駐の施設管理とする。 

（2）管理業務は年間を通じて全日行う。  

（3）配置ポスト等は次の区分による。  

区 分 勤務体制・配置ポスト 場 所 

・開庁日、開館日 

・開庁日、休館日 

・閉庁日、開館日 

・閉庁日、休館日 

仕様を満足する勤務体制・

配置ポストとすること 
第一庁舎防災センター 

※ 緊急時や芸術館のイベント等にも対応できること。 

※ 次の運転管理体制を確保できること。 

総括責任者(本庁舎運営時間帯)   1 名 

防災センター監視担当(常時)    1 名 

芸術館担当者(開館時)       1 名以上 

従事者              必要人数 

① 設備運転管理業務      一式 

② 日常点検・保守業務     一式 

③ 機器定期点検及び修繕等   一式 

④ 特定建築物環境維持管理業務 一式 

⑤ 建築物の維持管理      一式 

⑥ 敷地の環境保全       一式 
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⑦ 桜スクエアの管理      一式 

⑧ エネルギー管理業務     一式 

⑨ 緊急事態の対応       一式 

⑩ 法定点検業務        一式 

⑪ その他必要な業務      一式 

  （運転管理体制における補足）  

① 開庁時間及び開館時間帯は、有資格者及び各設備に精通した技術者を常に

配置すること。 

② 夜間及び閉庁日などにおいて問題が発生した場合、有資格者及び各設備に

精通した技術者が問題発生後、速やかに現地で対応ができること。 

③ 従事者は十分な技術能力があること。 

④ 従事者は、電気・機械の保守・運転について経験知識がある者でなければ

ならない。  

⑤  十分に教育及びトレーニングを受けた従事者を配置すること。 

 

３ 業務内容  

（1）設備運転管理業務  

① 中央監視装置に連動している設備機器の運転監視  

② 中央監視装置による庁内の温度、湿度及び電力の使用状況等の監視  

③ 総合防災盤による消防設備の監視  

④ 総合監視盤ほか各装置による監視  

⑤ 昇降機用インターホンを通じ、異常時、昇降機かご内の乗降者と緊急通話連絡  

⑥ 中央監視装置による設備運転操作  

⑦ 中央監視装置の起動及び停止プログラム等入力及び変更  

⑧ 必要に応じて照明（部分的照明）の点消灯及び照明パターンプログラムの変更  

⑨ 熱源機冷暖房の切替、空調機・パッケージ及びファンコイル温度の設定、変更  

⑩ チラー、各空調機・パッケージ、ファンコイルユニット、全熱交換器、蓄熱槽

等の熱源機に関し、月別ごとの運転プログラムに基づき管理、設定データの確

認及び入力  

⑪ 中央監視装置等の各種設定値の変更（変更等は取り扱い基準または発注者の指

示とする。）  

⑫ 上記により必要となる対応(現地確認等の対応及びフィードバック作業) 

（2）日常点検・保守業務  

① 各設備機器類の異常の有無の確認及び修繕 

② 別紙１ 庁舎管理要求水準書を満たす管理 

対象機器は別表１「機器点検・保守整備一覧」を参照 
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③ 電力、用水、燃料、熱量等の使用量の記録、分析 

A) 水・ガス・電力の 1 日の使用量を計量、記録（中央監視設備）  

B) 使用量データの蓄積、変動分析及び報告  

C) テナント等の子メーター検針（コンビニ等）  

D) 光熱水費低減に関する提言 

④  設備管理業務に関する記録、分析及び業務へのフィードバック 

A) 設備関係の測定及び記録、機器台帳への補修記録、故障記録  

B) エネルギー管理標準の作成、エネルギー使用の最適化運転  

C) 設備に関する非常措置・故障発生時の応急措置及び連絡業務  

⑤ 関係図面、図書類の収集、整理及び保管  

A) 設計図書と点検台帳、修繕台帳の収集、整理及び保管  

⑥ 工事立会の補助  

A) 施設・設備について工事を要する際に、立会  

⑦ 点検等に係る運転切替作業  

⑧ その他、維持管理作業に関する打合せ、立会  

⑨ ランプ管球等の設備機器消耗品・材料に関する棚卸（月 1 回）  

⑩ 関係官署等へ諸届出の提出、検査等の立会  

⑪ 第一、第二庁舎等 指定場所の出入口施錠管理 

⑫ 設備装置周り等の清掃(随時) 

衛生機械室、熱源機械室、熱源ポンプ室、消火ポンプ室、EPS、DPS、空調機械

室、エレベータ機械室、受変電設備周り、自家発電機設備周り、空調室外機周

り、免震装置周り、太陽光パネル周り、ドライエリア等の清掃  

（3）機器定期点検及び修繕等  

① 別紙２ 機器定期保守点検仕様書による管理 

② 各設備、装置等の再委託業務の立会 

③ 各種機器工事及び修繕等の立会 

④ 照明ランプ管球等消耗品の交換、衛生器具水周り修繕（部品の交換含）、衛生器

具排水管及び雑排水管の詰り除去等、軽微な修繕の実施 

（4）特定建築物環境維持管理業務  

別紙３ 特定建築物の維持管理業務仕様書による管理  

（5）建築物の維持管理 

① 本庁舎建築物における異常の有無を確認 

② 上記異常箇所の修繕の実施 

③ 別紙１ 庁舎管理要求水準書を満たす管理 

（6）敷地の環境保全 

① 敷地内の監視及び保安 

② 危険箇所にバリケードの設置及び表示 
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③ 降雪時の除雪 

④ 植栽の管理 

    ・第一庁舎（ソヨゴ、シナノキ、ヤマボウシ） 

１階ニワ               １回／年 

      Ｂ１階サンクンガーデン        １回／年 

    ・第二庁舎入口低木 ツツジ        １回／年 

    ・第二駐車場 

西側境界低木 シラカシ        １回／年 

      線路沿生垣（上部、内側）       １回／年 

    ・第三駐車場 シラカシ          １回／年 

    ・芸術館周辺低木 ヒイラギ        １回／年 

⑤ 敷地管理範囲の除草 

別紙４ 敷地の環境保全範囲参照 

（7）桜スクエアの管理 

別紙５ 桜スクエア管理業務仕様書による管理 

（8）エネルギー管理業務  

① 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき「エネルギー管理員」 

を選任し、省エネに努めること。 

② BEMS（ビル管理システム）を用いて建物で発生するエネルギーの管理を行 

    う。 

（9）緊急事態の対応  

① 緊急事態・異常時に迅速・適切に対応すること。  

② 被害の発生・拡大を防止すること。予防処置を講ずること。 

③ 火災その他の災害発生の疑いを認めたときは、直ちに現状を確認すること。  

④ 火災その他の災害を確認したときは、緊急放送、関係者への通知等必要な措置

をとること。  

⑤ 受変電設備の警報緊急時、保安管理規程に基づき対応すること。  

⑥ 緊急時対応マニュアルを作成し、緊急事態の発生、または発生する可能性があ

る場合は、それに基づき対応すること。  

⑦ 緊急事態の発生時には全従事者が速やかに庁舎に急行し、運転業務及び付随的

業務を行う。その他は発注者の指示に従うこととする。  

(10) 法定点検業務  

① 建築基準法第 12 条第２項による公共建築物の定期点検 

法に定める項目について検査を実施し、発注者へ報告書２部を提出すること。 

対象特殊建築物：第一庁舎・芸術館、第二庁舎 

点検時期：３年以内に１回（契約期間内に実施） 
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② 建築基準法第 12 条第４項による公共建築物に設ける建築設備の定期点検 

法に定める項目について検査を実施し、発注者へ報告書２部を提出すること。 

対象建築設備等：定期点検対象建築物に設ける建築設備 

（防火設備、昇降機設備を含む） 

点検時期：１年以内に１回 

   ③ 消防法第８条の２の２による防火対象物定期点検報告 

    法に定める項目について検査を実施し、所轄消防署への提出報告を行うこと。 

    対象防火対象物：第一庁舎・芸術館 

    点検時期：１年以内に１回 

   ④ 消防法第 36 条による防災管理定期点検報告 

    法に定める項目について検査を実施し、所轄消防署への提出報告を行うこと。 

    対象防火対象物：第一庁舎・芸術館 

    点検時期：１年以内に１回 

⑤ その他法令に定める検査・点検 

詳細は別紙２ 機器定期保守点検仕様書によること。 

(11) その他必要な業務  

① その他発注者が指示する事項  

② 運転管理として当然必要な事項 

 

４ 業務計画書・報告書等の提出  

受注者は、次に示す計画書・各種マニュアル、報告書等を発注者に提出し、確認を

受ける。定めのない書類であっても、本業務の実施に当たり必要なものは、提出及び

保管する。また、報告書等については、資料として提出するほか、電子データとして

保管し、発注者の要求があった場合は電子デー夕として提出することとする。  

① 計画書・各種マニュアル  

書 類 名 内    容 提 出 時 期 

設備運転管理 

業務計画書  

服務規則、従事者計画、業務管理体制、

再委託計画、連絡体制、実施作業計画、

業務実施の考え方、非常時の対応、そ

の他必要な事項等を示したもの。  

・本業務開始前  

・年度末 

・内容変更時  

年間予定表 
業務別に、年間作業実施計画を示した

もの。 

・設備運転管理 

業務計画書に添

付  

月次業務計画書 

設備運転管理業務計画書に準じたも

ので詳細を記したもの。 

 

・月末 

(翌月の予定) 
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月間予定表  

年間予定表に基づき、業務別に、月間

で実施する作業の実施日時を示した

もの。 

・月次業務計画書

に添付 

作業計画書 

 

 

設備運転管理業務計画書に基づき、業

務別に、実施日時、作業内容、作業手

順、作業範囲、業務責任名、業務を行

う者の氏名、安全管理等を示したも

の。 

・各業務開始 

1 か月前  

・内容変更時 

業務マニュアル 
業務別に、業務内容、作業手順、作業

上の注意事項等を示したもの。 

・各業務開始前  

・内容変更時  

安全管理 

マニュアル 

業務別に、安全衛生に対する基本的な

考え方、想定される事故、事故を起こ

した場合の対応等を示したもの。 

・本業務開始前  

・内容変更時  

接遇マニュアル  
施設利用者に対する接遇応対の基本

や、実践方法等を示したもの。 
・本業務開始前  

緊急時対応 

マニュアル 

緊急時の組織及び連絡体制、予想され

る災害、災害発生時の対応及びフロー

図、避難経路図等を示したもの。 

・本業務開始前  

・内容変更時 

関連法令の 

対応計画書 

消防法、建築基準法等、関連する法令

への対応計画を示したもの  
・法令による 

中長期保全計画  
引継時の中長期保全計画の管理 (実

施記録等を含む)  

・内容変更時  

・随時更新  

機器台帳・備品台

帳  

機器台帳及び備品台帳の管理。 (整備 

記録・修繕記録含む)  

・内容変更時  

・随時更新  

各種機器試験表

及び取扱説明書  

引継時の資料の整理・保管。 

 

・本業務開始前 

・随時更新 

竣工図面、設備図

面一式の保管及

び更新 

引継時の資料の整理・保管。修繕・改

修等での変更箇所の更新  

 

・本業務開始前 

・随時更新 

運転管理計画書 
設備運転管理業務について、各設備の

運転管理計画を示したもの 

・本業務開始前 

・随時更新 

環境衛生管理業

務計画書  

環境衛生保守点検業務の実施計画を

示したもの。 

・環境衛生保守点

検 

業務開始前  
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② 報告書等  

書 類 名 内    容 提 出 時 期 

総合管理業務報

告書   

業務全体の実施状況、計画に対する進

捗状況、エネルギー使用状況、課題・

提案事項等を示したもの。 

・年度末(3 月

末) 

月次報告書 業務全体の総評、各業務の解析・評価、

点検記録、作業対応記録、在庫管理簿 

議事録、協議書等 

・翌月 7 日まで 

事故・故障報告書  ・発生後速やか 

 に 

作業報告書  

(業務日報)  

業務別に、実施状況及び結果等を示し

たもの。それらの状況を示す写真又は

図面等を添付したもの。 

・毎日 

月次報告書に 

添付 

環境報告書  エネルギー管理員が取りまとめた次

の内容を示したもの。 

a)前年度に使用した燃料及び電気使 

用量を原油換算した量及び温室効

果ガス排出量  

b)燃料、電気及び水の使用状況及び使

用効率に関わる分析並びに評価  

c)b)に基づく設備維持管理業務の実

施状況の評価及び必要な改善策 

d)その他環境負荷低減に対する取組

状況及び必要な改善策  

・年度当初  

光熱水費等の分

析・対応措置  

各設備の使用水量、油量、ガス量、電

気量の分析及び措置を示したもの。 

・月次報告書に 

添付 

関連法令の対応

報告書  

関連する法令への対応報告を示した

もの  

・法令による  

 

立会記録及び報

告  

設備管理業務について、定期点検、検

査、修繕等の立会記録及び報告内容を

示したもの。 

・月次報告書に 

添付 

設備管理チェッ

クリスト  

設備管理業務について、必要なチェッ

ク項目及びその結果を示したもの。 

・月次報告書に

添付 

電気保安規程に

基づく書類  

電気保安規程・自家用電気工作物点検

結果報告書等の写しを保管 

 

・法令による  
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官庁届出書類等  官庁届出書類・検査表・許認可証等の

写しを保管 

・法令による  

    ※ 保守点検結果に係る報告書は、機器メーカー様式または、国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書の手引き」に準拠すること 

 

５ 必要な資格  

資 格 名 称 内 容・備 考 等 

建築物における衛生的環境の確保

に関する法律第 12 条の２第１項

第８号の登録 

 

建築物環境衛生管理技術者  
庁舎で選任されている建築物環境衛生

管理技術者と協力し、業務を行うこと 

エネルギー管理員   

電気主任技術者  

甲種または 

乙種第４類危険物取扱者 
 

第一種または第二種電気工事士 
第二種電気工事士は、「認定電気工事従

事者認定証」の交付を受けていること。 

 

６ 業務の実施に当たっての諸条件  

(1) 業務の実施に当たっては、次に掲げる関係法令を遵守する。  

① 消防法  

② 建築基準法  

③ 水道法、下水道法  

④ 電気事業法  

⑤ 環境基本法  

⑥ 水質汚濁防止法  

⑦ 大気汚染防止法  

⑧ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律  

⑨ 労働安全衛生法  

⑩ エネルギー使用の合理化に関する法律  

⑪ その他関係法令  

(2) 本業務の実施に当たっては、前記の関係法令によるほか、原則として、「建築保全

業務標準共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）最新版」に基づき実施

するものとする。ただし、法令改正に伴う改訂がされていない場合は、法令改正後

の仕様に基づき実施する。 
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(3) 本業務の実施に当たっては、関係法令に基づく有資格者及び設備機器等の取扱資

格者を配置する。 

(4) 受注者は、本業務実施のため、庁舎管理関係諸室を無償で使用することができ 

る。更衣室・休憩室・備品保管用の倉庫等は、庁舎管理関係諸室内にて確保し、 

その他の倉庫等の貸与は基本的に行わない。本庁舎の倉庫、便所等の共用設備及 

び拡声設備、エレベーター等の共用部分について、業務のために必要となるもの 

の使用については発注者と協議の上決定する。  

 

７ 費用負担区分  

管理備品等の費用負担区分は次のとおりとする。その他管理上特別に必要となるも

のについては、別途協議とする。  

（1）発注者の負担  

① 業務に必要な電気、水道及びガス料金  

② 保守、運転に必要な消耗品、燃料、オイル等  

③ 設備機器類の部品代、修繕料等  

④ 従事者の休憩室及び倉庫  

⑤ 業務に必要な電話料金  

⑥ 管球、Ｖベルト、パッキン等の設備機器消耗品  

⑦ 簡易な修繕に用いる部材 

⑧ 業務の実施により、受注者より排出された廃棄物処理費用  

⑨ その他、発注者が用意したもの  

※ 消耗品については、発注及び費用負担は発注者が行い、保管は受注者が行うも

のとする。詳細項目は、両者協議の上、決定する。  

（2）受注者の負担  

① 設備管理資機材類（養生材、安全装具、工具類、脚立、測定機器等）  

② 業務目的の机、椅子、保管庫等の什器類  

③ 制服（業務にふさわしいもの）、靴、名札等  

④ 仮眠用寝具類  

⑤ 事務用品（書類作成用のパソコン類含む） 

⑥ 業務に必要なデータ通信費用等  

⑦ その他、業務上必要とするもので発注者が使用を許可したもの  

 

 



 
 

庁舎管理要求水準書 
庁舎管理業務の要求水準は、以下のとおりとする。 
 
１ 建築物の状態 

建物各部位 内容 

外 
 

 
 

部 

屋根、屋上 ・防水層、伸縮目地等の亀裂、ふくれ、破断等がない。 
・ルーフドレイン、樋の詰り、雑草の生え、土の堆積がな

い。 
・笠木の浮き、亀裂、がたつき、剥がれ等がない。 

外壁、軒天井 ・打ち放し、タイル、モルタル等の浮き、欠け、亀裂、鉄

筋の爆裂、目地の劣化等がない。 
・塗装の変色、色あせ、剥離等がない。 
・ベランダの立上り、笠木の浮き、欠け、亀裂、爆裂、目

地の劣化等がない。 
・手摺、タラップの塗装劣化、腐食、がたつき等がない。 

建具 ・色あせ、さび、腐食等がない。 
・施錠金具、戸車、ガラス押え、落下防止材は、傷みや磨

耗、外れ等がない。 
・水切り、枠周りのコーキングが劣化していない。 

鉄骨、鉄部 ・塗装の色あせ、剥離、さび、腐食がない状態を維持す

る。 
・附属部材や取付金具等で重量があるものは、腐食、がた

つき、破損がない状態を維持する。 
外構 ・正常な状態を維持する。 

その他 ・正常な状態を維持する。 

内 
 

部 

共通事項 ・床・壁・天井の仕上げ材の浮き、傷、欠け、亀裂、ふく

れ、剥がれ、変形、下がりや汚れ、しみ、塗装の変色・

色あせ、剥離等がない状態を維持する。 
・建具（ 金物含む）は、磨耗、腐食、 破損等がない。 
・防火扉の前や防火シャッターの下に物が置かれていな

い。 
・階段や廊下の手摺の取付が安全である。 
・設置されている棚等は、安全な構造、下地材である。 

別紙１ 



 
 

エントランス、 
廊下、階段室 

・自動ドア、ガードレールにごみが詰まっていない。 
・タイルカーペット、板、Ｐタイル、ビニルシート等の床

材は、浮き、ふくれ、剥がれ、反り、腐食等がない。 
・階段の滑り止めは、浮き、剥がれ等がない。 
・防火戸は、開閉機能の故障や阻害等していない。 

内 
 

部 

事務室等 ・タイルカーペット、Ｐタイル、ビニルシート類の床材

は、 机、ロッカーの移動等により傷み等が生じていな

い。 
・壁材は、しみ、剥がれ、かび等が発生していない。 
・排煙窓の開閉装置は故障していない。 
・ドアや金物の損傷やがたつきがない。 
・ブラインド等は故障していない。 

便所、洗面所 ・タイルの浮き、欠け等がない。 
・建具の金物に破損がない。 
・便所ブースの下端が腐食していない。 
・天井に水漏れやシミがない。 

その他 ・正常な状態を維持する 
※「建築保全業務共通仕様書」に基づき管理すること。 

 
 
２ 各設備の状態 

機器 内容 
エレベータ設備 
エスカレータ設備 

・正常に作動できる状態である。 

自動扉開閉装置 ・正常に作動できる状態である。 
電力設備 ・電灯は所要の光環境である。 

・各種電動機等が正常に作動している状態である。 
受変電設備 ・照明器具(室内・屋外)、コンセント及びその他電源機器へ安

定して電力を供給できる状態である。 
非常用発電設備 ・正常に作動できる状態である。 

消防設備 ・火災時に万全な状態で作動できる状態である。 
中央監視設備 ・正確に情報の伝達・表示及び計測等ができる状態である。 

・監視対象機器や計測値等の異常が認められた場合には、機能

の回復、設定の調節等の必要な対応を迅速に行う。 



 
 

空調設備 ・所要の性能・機能が発揮できる状態である。 
・室内環境が適切に維持されている。 

入退庁システム ・正常に作動できる状態である。 
衛生器具設備 ・正常に作動できる状態である。 

・衛生環境が適切に保たれている。 
給水設備 ・貯水槽等は定期的に清掃を行い、常に用途に適した水質、水

量を衛生的に供給している状態である。 
排水設備 ・排水槽等は定期的に清掃を行い、汚水等を適切に排出できる

状態である。 
給湯設備 ・用途に適した温水を衛生的に供給できる状態である。 

電話交換設備 ・常に正常に通話できる状態である。 

放送設備 ・常に正常に放送できる状態である。 

議場放送等設備 ・常に正常に放送及び操作できる状態である。 

防犯設備 ・正常に作動している状態である。 
視聴覚障害者誘導等

設備 
・正常に作動している状態である。 

庁舎免震装置 ・正常に作動できる状態である。 
環境衛生 ・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」にある要

件を満たしている。 
その他の設備 ・正常に運転等ができる状態を維持する。 
※別紙 2 機器定期保守点検仕様書を参照し管理すること。 

 



 

 

 

機器定期保守点検 

 

仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 



■ 機器定期保守点検 

項    目 機器定期保守内容 

エスカレーター設備保守点検 

※フルメンテナンス契約とす

る。 

 

第一庁舎及び芸術館のエスカレータ設備点検

を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

エレベーター設備保守点検 

※フルメンテナンス契約とす

る。 

 

庁舎及び芸術館並びに緑町立体駐車場のエレ

ベータ設備点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

ボイラ設備保守点検 

 

第一庁舎ボイラ設備について保守点検業務を

行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

 

 

議場設備保守点検業務 

 

 

第一庁舎議場設備の保守点検を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

 

空調設備保守点検 

 

庁舎及び芸術館の空調設備について保守点検

を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

  

受変電設備点検 

 

保安規程に基づく、庁舎高圧受変電設備の精密

点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

視聴覚障害者誘導設備 

保守点検 

 

庁舎障害者誘導支援システムの点検を行うも

の。 

詳細は別紙のとおり 

 



自動扉開閉装置保守点検 

 

庁舎に設置している自動扉開閉装置の点検を

行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

消防設備法定点検 

 

庁舎及び芸術館並びに緑町立体駐車場の消防

設備点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

 

厨房設備保守点検 

 

 

喫茶及び食堂の厨房設備について点検を行うも

の。 

詳細は別紙のとおり 

 

直流電源装置点検 

 

庁舎及び芸術館電気室に設置されている直流

電源装置の保守点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

放送設備点検 

 

庁舎・芸術館ならび転送放送先各施設非常放送

及び通常放送設備の保守点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

防犯設備点検 

 

庁舎及び芸術館に設置の防犯カメラの機能維

持のため、点検を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

 

入退庁監視設備点検 

 

庁舎内セキュリティの電子錠等を管理する入

退庁システムの点検整備を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 



 

電話交換設備点検 

 

 庁舎電話交換設備の保守点検を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

非常用発電設備点検 

 

 庁舎非常用発電設備の保守点検を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

 

照明制御設備保守点検 

 

 庁舎照明制御設備の保守点検を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

庁舎免震装置保守点検 

 

第一庁舎免震装置について、メーカー指針に基

づく保守点検業務を行うもの。 

 詳細は別紙のとおり 

 

地下燃料タンク点検 

 

非常用発電機及び空調用地下燃料タンクの保

守点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

 

井水ろ過装置保守点検 
井水ろ過装置の保守点検を行うもの。 

詳細は別紙のとおり 

※全ての機器定期保守点検は、メーカーの指針もしくは、建築保全業務共通仕

様に基づく、保守点検業務とする。 

※保守点検の内容や施工時期については、業務計画書に記載すること。 

※保守点検完了後、報告書及び点検結果書を作成し、担当者へ提出すること。 

 （定期保守の項目については、業務実施状況の写真を添付すること。） 



庁舎エスカレータ設備保守点検業務 仕様書 

点検機器 
点検場所 機種名称 数量 備考 
第一庁舎 三菱エスカレータ Zシリーズ ２台 三菱製 ES06I 
芸術館 三菱エスカレータ Zシリーズ 
三菱エスカレータ Zシリーズ 
１台 
１台 
三菱製 ES06I 
三菱製 ES06S 
防災センター 第一庁舎昇降機監視盤 １台  三菱製 (エレベータ監視兼) 

保守点検内容 
・ 毎月１回定期的に技術者を派遣し、エレベータを正常かつ良好な運転状況に保つように点検 
作業を行い、点検報告書を提出すること。 
・ 定期点検作業は、市役所の開庁時間外もしくは閉庁日に実施すること。 
・ 不時の故障により連絡を受けた場合、直ちに技術者を派遣し、適切な対応・処置を行うこと。 

修理または部品取替の範囲 
・ 委託業者の判断により必要と認めた場合は、下記機器の構成部品の修理、または取替を 
行うこと。 
○ 対象部品 
駆動機、駆動鎖、電動機、制御盤、その他建築保全業務仕様書においてエスカレータの 
フルメンテナンス契約における修理、取替え及び交換等の範囲に含まれているもの。 

  ただし取扱不良、不適当な使用・管理及び地震・類焼・爆発その他不可効力の事故により発生
する修理または部品取替は、除外するものとする。 

その他 
① 毎月、下記の書類を提出すること。 
・ 作業報告書                 1部 
・ 保守点検状況、作業写真      1部 
② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務 
共通仕様書」（最新版）によるものとする。 















































庁舎エレベータ設備保守点検業務 仕様書 

 

点検機器 

点検場所 機種 数量 備考 

第一庁舎 非常用エレベータ 

機械室レスエレベータ 

１台 

２台 

三菱製 VFGLB-K 

三菱製 VFGLB-WB 

第二庁舎 ロープ式エレベータ(兼非常用) 

ロープ式エレベータ 

１台 

２台 

フジテック製  

フジテック製  

芸術館 特注型機械室レスエレベータ 

機械室レスエレベータ 

ロープ式荷物用エレベータ 

２台 

２台 

１台 

三菱製 VFGLB-JB 

三菱製 VFGLB-WB 

三菱製 VFEL-T 

防災センター 第一庁舎昇降機監視盤 

 

第二庁舎昇降機監視盤 

１台 

 

１台 

三菱製 

(エスカレータ監視を兼ねる) 

フジテック製 

緑町立体駐車場 機械室レスエレベータ １台 フジテック製 

 

保守点検内容 

・ 毎月１回（緑町立体駐車場は３ヶ月毎）定期的に技術者を派遣し、エレベータを正常かつ良好な

運転状況に保つように点検 

作業を行い、点検報告書を提出すること。 

・ 定期点検作業は、市役所の開庁時間外もしくは閉庁日に実施すること。 

・ 不時の故障により連絡を受けた場合、直ちに技術者を派遣し、適切な対応・処置を行うこと。 

 

修理または部品取替の範囲 

・ 委託業者の判断により必要と認めた場合は、下記機器の構成部品の修理、または取替を 

行うこと。 

○ 対象部品 

巻き上げ機、電動機、調速機、制御器、各種ワイヤーロープ、移動ケーブル、その他築保全業

務仕様書においてエレベータのフルメンテナンス契約における修理、取替え及び交換等の範囲

に含まれているもの。 

 

  ただし取扱不良、不適当な使用・管理及び地震・類焼・爆発その他不可効力の事故により発生

する修理または部品取替は、除外するものとする。 
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その他 

① 毎月、下記の書類を提出する。 

・ 作業報告書                 1 部 

・ 保守点検状況、作業写真     1 部 

② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務 

共通仕様書」（最新版）によるものとする。 



庁舎ボイラ保守点検業務 仕様書 

    点検機器 
点検場所 機種 数量 備考 
第一庁舎 庁舎ボイラ設備 １式 ヒラカワ製 VEC-40ESN-WH-13A 

保守点検周期   
・ 建築保全業務共通仕様に基づく 

保守点検内容 
    ・ ボイラ本体の取付け状況及び動作状況等確認 
    ・ タンク・循環ポンプ類の取付け状況及び動作状況等確認 
・ その他、構成機器について建築保全業務共通仕様に基づいた点検 

その他 
① 業務完了後、下記の書類を提出する。 
・ 作業報告書                1部 
・ 保守点検状況、作業写真     1部 
② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通 
仕様書」（最新版）によるものとする。 



庁舎議場システム保守点検業務 仕様書 

    点検機器 
点検場所 機種 数量 備考 
第一庁舎 議場システム １式 詳細については別紙のとおり 

保守点検周期   
・ 建築保全業務共通仕様に基づく 

保守点検内容 
・ 場内撮影用カメラの取付け状況及び動作状況等確認 
・ 場内及び７階スピーカの動作状況等確認 
・ 出席数、残時間表示用ディスプレイの取付け状況及び動作状況等確認 
・ 操作卓の動作状況等確認 
・ その他、構成機器について建築保全業務共通仕様に基づいた点検 

その他 
① 業務完了後、下記の書類を提出する。 
・ 作業報告書                1部 
・ 保守点検状況、作業写真     1部 
② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通 
仕様書」（最新版）によるものとする。 

































































































庁舎空調設備保守点検業務 仕様書 

 
    点検機器 

点検場所 機種 数量 備考 

第一庁舎 冷温水発生機 他 １式 

 

詳細については別紙のとおり 

第二庁舎 

 

保守点検周期   

・ 建築保全業務共通仕様に基づく 

 

保守点検内容 

・ シーズンイン、オフ時の、冷温水発生機切替え及び各フロア温度計の校正 

・ 庁舎中央監視装置の保守点検 

・ 庁舎内パッケージエアコンの保守点検及びフロンガスの漏洩調査等 

・ 年２回のばい煙測定業務 

・ 第一庁舎地中熱設備の保守点検（２回／年） 

・ 芸術館加除湿器の保守点検 

・電熱式蒸気発生器 RS-30J、加湿・除湿ユニット G-152 

        部品類交換（消耗部品等） 

        蒸発槽、スケールタンク清掃 

        ホース類目視、触媒確認 

        除湿器フィルター清掃 

        除湿器排水管薬洗い 

        試運転調整 

・ 中高性能フィルタ交換（委託期間内に１回） 

・ その他空調設備について建築保全業務共通仕様に基づいた点検 

 

その他 

① 業務完了後、下記の書類を提出する。 

・ 作業報告書                 1 部 

・ 保守点検状況、作業写真 1 部 

② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通 
仕様書」（最新版）によるものとする。 
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A-B1-1 PW-1～4　PD-1～4 P-B1-1 12 12 12

井水量 量水器 2

井戸ポンプ ポンプ盤 1 1 1

A-B1-2 ACU-1,2 FR-1,2 P-B1-2 2 1 4 2 2 2 2

FS-1～8　FE-1～8 　〃 8 16 8 8

FE-11 　〃 1 1

HDU-1 　〃 8 8 8

AFR-1 　〃 1

A-B1-3 RB-1,2 P-B1-3 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1

PCW-1,2 　〃 2 2

PCW-3,4,5 　〃 1 3 3 3 3

PC-1,2 CT-1,2 　〃 4 4

PO-1～5 　〃 5 5 4 2

冷却塔補給水量 量水器 1

A-B1-4 受変電関係 2 9 22 7 1

発電機関係 7 3 1

蓄電池関係 2

火報関係 1

漏水警報 11

A-3-1 ACU-3　FR-3 P-1-1 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-5　FR-5 P-2-1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-7　FR-7 P-3-1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-9　FR-9 P-4-1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-11　FR-11 P-5-1 1 2 1 1 1 1 1

A-3-2 ACU-4 FR-4 FUC-23 P-1-2 2 1 1 3 2 1 2 1 1

ACU-6 FR-6 FUC-23 P-2-2 2 1 3 2 1 2 1 1

ACU-8 FR-8 P-3-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-10 FR-10 P-4-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-12 FR-12 P-5-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACP-1,2　(4F) 本体 2 2

ACP-1,2　起動信号 1

A-8-1 ACU-13 FR-13 P-6-1 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-15 FR-15 P-7-1 1 2 1 1 1 1 1

備考備考備考備考

操 作 状 態 警 報 計 測 計 量

IDIDIDID 制御盤名制御盤名制御盤名制御盤名 機器番号機器番号機器番号機器番号

対　象対　象対　象対　象

動力盤動力盤動力盤動力盤
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備考備考備考備考

操 作 状 態 警 報 計 測 計 量

IDIDIDID 制御盤名制御盤名制御盤名制御盤名 機器番号機器番号機器番号機器番号

対　象対　象対　象対　象

動力盤動力盤動力盤動力盤

ACU-17 FR-17 P-8-1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-19 FR-19 P-9-1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-21 FR-21 P-10-1 1 2 1 1 1 1 1

FF-1 P-P2-1 1 1

A-8-2 ACU-14 FR-14 P-6-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-16 FR-16 P-7-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-18 FR-18 P-8-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-20 FR-20 P-9-2 1 1 2 1 1 1 1 1

ACU-22 FR-22 P-10-2 1 1 2 1 1 1 1 1

A-P2-1 非常用EVロビー排煙ファンP-P2-1 2 2

融雪用電源 H-P1 1 1

FE-9,10　FS-9,10 L-P1-1 2 2

TE-1 2

融雪制御ボール弁 4

CT-1,2 4 2

HEAR P-P2-1 1 3 1 2 1 2 2



電圧 出力
RB-1 冷温水発生機 2 型式：二重効用直焚吸収式冷温水機（ガス灯油切替専焼型）3φ200V 9.8 GM B1F
RB-2 冷房能力　544,000kcal/h　冷水温度　7～13℃ 熱源機械室

暖房能力　476,000kcal/h　温水温度　55～49℃
冷水量　1,560 L/min　温水量　1,320 L/min
冷却水量　3,000 L/min
燃料　13A（低圧）
燃料消費量　ガス55Nm3/h、灯油72L/h　（暖房時）

CT-1 RB-1,2用　冷却塔 2 型式：開放式低騒音クロスフロー型 3φ200V 7.5 SP RF
CT-2 冷却能力　983,000kcal/h　冷却水量　2,730L/min 屋上

冷却水温度38→32℃　外気湿球温度27℃

TO-1 地下貯湯槽 1 容量　7,000L 屋外

TOS-1 オイルサービスタンク 1 容量　150L B1F熱源機械室

TE-1 膨張タンク 1 容量 500L（凍結防止ヒータ付） 3φ200V 0.1 P2F 機械室

TS-1 硬水軟化装置 1 型式：全自動型　（軟水器2台　塩水槽2台のユニット型） 1φ100V
採水量 79㎥/サイクル　最大流量　150L/min
原水硬度 150mg/L　給水圧力　2.9kg/cm2

TS-2 薬注装置 1 型式：自動流量比例薬液注入装置 1φ100V 0.05 RF
（冷却水防錆用） 薬液槽　100L

TS-3 薬注装置 1 型式：自動流量比例薬液注入装置 1φ100V 0.05 RF
（冷却水スライム用） 薬液槽　100L

HWS-1 冷温水一次ヘッダー 1 φ250 ×3,880L B1F 熱源機械室
配管口径　150A×2,125A×4,100A×1,80A×1

HWS-2 冷温水二次ヘッダー 1 φ300 ×2,600L B1F 熱源機械室
配管口径　200A×1,150A×2,100A×1,100A×1

HWR-1 冷温水還流用 1 φ250 ×3,700L B1F 熱源機械室
配管口径　150A×4,125A×1,100A×1,40A×1,100A×1

PO-1 油ポンプ 2 型式　歯車型（灯油用）　φ15×12L/min　3kg/cm2 3φ200V 0.2 B1F 熱源機械室
PO-2 TOS-1返油用
PO-3 油ポンプ 2 型式　歯車型（灯油用）　φ15×12L/min　3kg/cm2 3φ200V 0.2 B1F 熱源機械室
PO-4 TOS-2返油用
PO-5 油ポンプ 1 型式　歯車型（灯油用）　φ15×12L/min　3kg/cm2 3φ200V 0.2 B1F 熱源機械室

PC-1 冷却水ポンプ 2 型式　片吸込渦巻型（押込圧　4.7kg/cm2） B1F 熱源機械室
RB-1,2用 口径φ125×100　水量3,000L/min　揚程21mmAｑ 3φ200V 15.0

PCW-1 冷温水1次ポンプ 2 型式：片吸込渦巻きポンプ（押込圧　5.1kg/cm2） 3φ200V 3.7 B1F 熱源機械室
PCW-2 口径φ100×80　水量1,560L/min　揚程10mmAｑ

PCW-3 冷温水2次ポンプ 3 型式：片吸込渦巻きポンプ（押込圧　5.1kg/cm2） 3φ200V 7.5 B1F 熱源機械室
　～PCW-5 （空調機系統用） 口径φ80×65　水量1,040L/min　揚程25mmAｑ

備考機器番号 名称 数量 機器仕様
電気特性

ID 付属品 防振 設置場所



電圧 出力
備考機器番号 名称 数量 機器仕様

電気特性
ID 付属品 防振 設置場所

PB-1 補給水ブースターポンプ 2 型式：圧力タンク式給水ポンプユニット 3φ200V 3.7 B1F 空調機械室
給水ポンプ 口径φ40　水量110L/min　揚程65mmAg
圧力タンク　600L

PWS-1 軟水ポンプ 2 型式：自吸式ポンプ 3φ200V 2.2 B1F 空調機械室
給水ポンプ 口径φ50×40　水量150L/min　揚程30mmAg

TSW-1 軟水タンク 1 FRP製　4,400L B1F 空調機械室

CW-1 コンベクター 28 型式：温水用自立露出型 各階
加熱能力　720kcal/h　温水55～49℃　入口空気22℃

CW-1 コンベクター 225 型式：温水用自立壁掛型 各階
加熱能力　720kcal/h　温水55～49℃　入口空気22℃

CW-2 コンベクター 20 型式：温水用壁掛パネル型 各階トイレ
加熱能力　430kcal/h　温水55～49℃　入口空気22℃

HEAR-1 全熱交換器 1 型式：給排気ファン、エアーフィルタを含むユニット型 3φ200V 18.5 P2F機械室 ファン
処理風量　給気側44,360㎥/h　排気側24,040㎥/h 11.0 ファン
全熱効率　37% 0.4 ロータ
給気ファン　両吸込多翼型#5×44,360㎥/h×69mmAq
排気ファン　片吸込多翼型#4 1/2×24,040㎥/h×62mmAq

AFR-1 エアフィルター 1 型式：自動巻取型　処理風量　22,780㎥/h 3φ200V 0.2 B1F 空調機械室
AFU-1 エアフィルター 1 型式：パネル型　処理風量2,050㎥/h
AFU-2 エアフィルター 1 型式：パネル型　処理風量2,860㎥/h
AFU-3 エアフィルター 1 型式：パネル型　処理風量1,640㎥/h
AFU-4 エアフィルター 1 型式：パネル型　処理風量1,480㎥/h

ACP-1 パッケージ型空気調和機 2 型式：空冷電算機用（下吹出型）　冷媒レヒート型 3φ200V 5.5 4F コンピュータ室 コンプレッサ

ACP-2 冷房能力　32,500kcal/h 3.7 FAN（内）
送風機　14,000㎥/h 0.19 FAN（外）
加湿器　パン型　加湿能力　1.5L/h 2.0 加湿器

ACP-3 パッケージ型空気調和機 1 冷房能力　7,100kcal/h 3φ200V 4.1 B1F 中央調整室

HDU-1 除湿機 8 型式：吹出ダクト設置型 3φ200V 1.5 B1F　書庫
除湿能力　3.3L/h　送風量　1,500㎥/h



風量制御 風量 冷却能力 冷水量
㎥/h kcal/h 電圧 出力 L/min

ACU-2 ユニット型空調調和機 医務保健室 1 手動スクロールダンパ 3,910 20,000 3φ200V 3.7 56 bタイプ B1F 空調機械室
ACU-3 　〃 １F 南系統 1 電動スクロールダンパ 12,310 65,300 3φ200V 11.0 182 aタイプ 1F 南空調機械室
ACU-4 　〃 １F 北系統 1 電動スクロールダンパ 9,920 59,000 3φ200V 7.5 164 aタイプ 1F 北空調機械室
ACU-5 　〃 2F 南系統 1 電動スクロールダンパ 10,960 60,900 3φ200V 7.5 170 aタイプ 2F 南空調機械室
ACU-6 　〃 2F 北系統 1 電動スクロールダンパ 9,580 53,300 3φ200V 7.5 148 aタイプ 2F 北空調機械室
ACU-7 　〃 3F 南系統 1 電動スクロールダンパ 10,350 59,600 3φ200V 7.5 166 aタイプ 3F 南空調機械室
ACU-8 　〃 3F 北系統 1 電動スクロールダンパ 10,450 56,900 3φ200V 7.5 158 aタイプ 3F 北空調機械室
ACU-9 　〃 4F 南系統 1 電動スクロールダンパ 9,890 52,300 3φ200V 7.5 145 aタイプ 4F 南空調機械室
ACU-10 　〃 4F 北系統 1 電動スクロールダンパ 9,540 56,900 3φ200V 7.5 154 aタイプ 4F 北空調機械室
ACU-11 　〃 5F 南系統 1 INV 10,350 59,600 3φ200V 7.5 166 aタイプ 5F 南空調機械室
ACU-12 　〃 5F 北系統 1 INV 10,450 56,900 3φ200V 7.5 158 aタイプ 5F 北空調機械室
ACU-13 　〃 6F 南系統 1 INV 10,350 59,600 3φ200V 7.5 166 aタイプ 6F 南空調機械室
ACU-14 　〃 6F 北系統 1 INV 10,450 56,900 3φ200V 7.5 158 aタイプ 6F 北空調機械室
ACU-15 　〃 7F 南系統 1 INV 10,210 59,000 3φ200V 7.5 164 aタイプ 7F 南空調機械室
ACU-16 　〃 7F 北系統 1 INV 10,450 56,900 3φ200V 7.5 158 aタイプ 7F 北空調機械室
ACU-17 　〃 8F 南系統 1 電動スクロールダンパ 10,350 59,600 3φ200V 7.5 166 aタイプ 8F 南空調機械室
ACU-18 　〃 8F 北系統 1 電動スクロールダンパ 9,660 49,000 3φ200V 7.5 136 aタイプ 8F 北空調機械室
ACU-19 　〃 9F 南系統 1 INV 10,350 59,600 3φ200V 7.5 166 aタイプ 9F 南空調機械室
ACU-20 　〃 9F 北系統 1 INV 10,450 56,900 3φ200V 7.5 158 aタイプ 9F 北空調機械室
ACU-21 　〃 10F 南系統 1 INV 13,250 74,900 3φ200V 11.0 208 aタイプ 10F 南空調機械室
ACU-22 　〃 10F 北系統 1 INV 14,850 77,300 3φ200V 11.0 215 aタイプ 10F 北空調機械室

FCU-2 ファンコイルユニット 中央監視室 2 天井カセット型 3,300 1φ100V 0.076 B1F 中央調整室
FCU-1 　〃 1F、2F市民ホール 4 天井隠蔽 1φ200V 0.596 市民ホール

ID 機器番号 名称 数量系統 設置場所 備考
電気特性

防振

INV

INV

INV
INV

INV

INV
INV

INV

INV
INV



㎥/h

○VAV・CAV○VAV・CAV○VAV・CAV○VAV・CAV

VAV-1 可変風量装置 電動モータ付比例制御型（制御範囲0～100%） 240 ～ 480

VAV-2 　〃 1 　〃 481 ～ 600

VAV-3 　〃 12 　〃 601 ～ 1,200

VAV-4 　〃 14 　〃 1,201 ～ 1,800

VAV-5 　〃 6 　〃 1,801 ～ 2,400

VAV-6 　〃 29 　〃 2,401 ～ 3,600

VAV-7 　〃 22 　〃 3,601 ～ 4,800

VAV-8 　〃 1 　〃 4,801 ～ 6,000

VAV-9 　〃 1 　〃 6,001 ～ 7,200

CAV-1 定風量装置 15 直結レバー操作型 1 ～ 240 　

CAV-2 　〃 11 　〃 241 ～ 480

CAV-3 　〃 11 　〃 481 ～ 600

備考機器仕様 設置場所

風量制御範囲

ID 機器番号 名称 数量





サイズ 風量 静圧
φ　# ㎥/h mmAq 電圧 出力

○　還風機
FR-2 ACU-2　還風機 1 片吸込シロッコファン #2 3,050 35 3φ200V 1.50 手動スクロールダンパ 防振基礎A形 B1F 空調機械室
FR-3 ACU-3　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 1/2 11,120 45 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 1F 南空調機室
FR-4 ACU-4　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 8,730 45 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 1F 北空調機室
FR-5 ACU-5　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,890 40 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 2F 南空調機室
FR-6 ACU-6　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 8,510 45 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 2F 北空調機室
FR-7 ACU-7　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,310 40 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 3F 南空調機室
FR-8 ACU-8　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,410 43 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 3F 北空調機室
FR-9 ACU-9　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,220 40 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 4F 南空調機室
FR-10 ACU-10　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 8,870 45 3φ200V 3.70 電動スクロールダンパ 防振基礎A形 4F 北空調機室
FR-11 ACU-11　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,310 40 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 5F 南空調機室
FR-12 ACU-12　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,410 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 5F 北空調機室
FR-13 ACU-13　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,310 40 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 6F 南空調機室
FR-14 ACU-14　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,410 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 6F 北空調機室
FR-15 ACU-15　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,170 40 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 7F 南空調機室
FR-16 ACU-16　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,410 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 7F 北空調機室
FR-17 ACU-17　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,310 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 8F 南空調機室
FR-18 ACU-18　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 8,620 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 8F 北空調機室
FR-19 ACU-19　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,310 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 9F 南空調機室
FR-20 ACU-20　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 9,410 43 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 9F 北空調機室
FR-21 ACU-21　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 12,210 40 3φ200V 3.70 INV 防振基礎A形 10F 南空調機室
FR-22 ACU-22　還風機 1 片吸込シロッコファン 天吊 #3 13,810 45 3φ200V 5.50 INV 防振基礎A形 10F 北空調機室

○　送風機
FS-1 熱源機械室 1 片吸込シロッコファン #3 9,400 32 3φ200V 3.70 B1F 熱源機械室
FS-2 電気室 2 片吸込シロッコファン #3 9,700 34 3φ200V 3.70 B1F 電気室
FS-3 空調・衛生機械室 3 片吸込シロッコファン #2 1/2 5,030 30 3φ200V 1.50 B1F 空調機械室
FS-4 書庫（１） 4 片吸込シロッコファン 天吊 #1 1/2 2,050 30 3φ200V 0.75 B1F 書庫（１）
FS-5 書庫（２） 5 片吸込シロッコファン 天吊 #2 2,860 30 3φ200V 0.75 B1F 書庫（２）
FS-6 書庫（３） 6 片吸込シロッコファン 天吊 #1 1/2 1,640 35 3φ200V 0.75 B1F 書庫（３）
FS-7 書庫（４） 7 片吸込シロッコファン 天吊 #1 1/2 1,480 30 3φ200V 0.40 B1F 書庫（４）
FS-8 ハロンガスガスメータ室 1 片吸込シロッコファン 天吊 #1 720 11 3φ200V 0.20 B1F ハロンガスメータ室

FS-9 P2F エレベータ機械室 1 ラインファン 4,400 12 3φ200V 0.45 P2F エレベータ機械室

FS-10 　〃 1 ラインファン 2,500 12 3φ200V 0.25 　〃

○　排風機
FE-1 熱源機械室 1 片吸込シロッコファン #3 8,000 20 3φ200V 1.50 熱源機械室
FE-2 電気室 1 片吸込シロッコファン #3 1/2 9,700 12 3φ200V 1.50 電気室
FE-3 空調・衛生機械室 1 片吸込シロッコファン #2 1/2 5,030 20 3φ200V 1.50 空調・衛生機械室
FE-4 書庫（１） 1 消音ボックス付ラインファン 2,050 15 3φ200V 0.40 書庫（１）
FE-5 書庫（２） 1 消音ボックス付ラインファン 2,860 20 3φ200V 0.75 書庫（２）
FE-6 書庫（３） 1 片吸込シロッコファン 天吊 #1 1/2 1,640 20 3φ200V 0.40 書庫（３）
FE-7 書庫（４） 1 片吸込シロッコファン 天吊 #1 1/2 1,480 20 3φ200V 0.40 書庫（４）
FE-8 ハロンガスガスメータ室 1 片吸込シロッコファン 天吊 #1 720 25 3φ200V 0.40 ハロンガスガスメータ室

FE-9 P2F エレベータ機械室 1 有圧扇 φ400 4,400 5 3φ200V 0.40 P2F エレベータ機械室

FE-10 　〃 1 有圧扇 φ400 2,500 5 3φ200V 0.10 　〃
FE-11 発電機室 1 片吸込シロッコファン #3 1/2 12,000 25 3φ200V 3.70 発電機室
FE-12 B1F 保健室 1 消音ボックス付ラインファン 450 10 1φ100V 0.04 B1F 保健室
FE-13 シャワー室 1 　〃 490 10 1φ100V 0.04 シャワー室
FE-14 B1F 男子便所 1 　〃 460 10 1φ100V 0.04 B1F 男子便所

設置場所 備考設置位置型式
電気特性

付属品 防振ID 機器番号 名称 数量

INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV



サイズ 風量 静圧
φ　# ㎥/h mmAq 電圧 出力

設置場所 備考設置位置型式
電気特性

付属品 防振ID 機器番号 名称 数量

FE-15 B1F 女子便所 1 　〃 460 10 1φ100V 0.04 B1F 女子便所
FE-16 B1F～10F湯沸器レンジ 11 　〃 450 10 1φ100V 0.04 B1F～10F湯沸器レンジ

FE-17 1F 男子女子身障者用トイレ 1 　〃 1,930 10 1φ100V 0.150 1F 男子女子身障者用トイレ

FE-18 2F 男子女子便所 1 　〃 1,680 10 1φ100V 0.15 2F 男子女子便所
FE-19 3F 男子女子便所 1 　〃 1,620 10 1φ100V 0.15 3F 男子女子便所
FE-20 4F 男子女子便所 1 　〃 890 10 1φ100V 0.08 4F 男子女子便所
FE-21 5F～10F 男子女子便所 6 　〃 1,620 10 1φ100V 0.15 5F～10F 男子女子便所

○　排煙ファン
FF-1 非常用エレベータロビー 1 軸流型 天吊 φ800 14,400 80 3φ200V 7.50 PH2F 機械室
CF-1 サーキュレータ 1 壁掛型 420 1φ100V 0.056 B1F 書庫

























庁舎受変電設備法定点検業務 仕様書 

 

   点検機器 

点検場所 機種 数量 備考 

第一庁舎 高圧受変電設備 

（２回線受電） 

契約容量 1,100kw 

１式 詳細については別紙のとおり 

第二庁舎 高圧受変電設備 

契約容量 394kw 

１式 

 

保守点検周期   

・ 建築保全業務共通仕様に基づく 

 

保守点検内容 

・ 受変電設備構成機器の保安規定に基づく精密点検 

   ・ 第二庁舎受変電設備の精密点検時に、仮設電源を準備し、第二庁舎４階電話交換機および第

二駐車場ゲート機器へ電源供給を行うこと。 

その他 

① 業務完了後、下記の書類を提出する。 

・ 作業報告書           1 部 

・ 保守点検状況、作業写真     1 部 

② 本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通 

仕様書」（最新版）によるものとする。 


















